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[bookmark: _Hlk512434434]添付書類及び記載要項
　①「研究の概要」（これまでの経過、得られた成果、今後の計画、見通し等）を別紙に2,000字程度に
要約してください。
　　　② 申請者の代表的な論文2～3篇の別刷(コピー可)を各1部添付してください。
   　　　申請する研究内容と関連があるものが望ましいですが、直接の関連がないものでも可とします。
　　　③ 臨床研究に関する研修の受講証明書を添付してください。
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公益社団法人大阪ハートクラブ　医学研究助成金　申請書　別紙（１／３）
	研究分野：

該当する番号に○を付けてください
	1）循環器病の疫学的調査研究
2）循環器病の原因・診断・治療に関するヒトを対象とする研究
3）循環器救急に対する研究

	研究課題：



	研究期間見込み：令和　　　年　　　月　　　日　から　令和　　　年　　　月　　　日　まで

	研究目的：(200字程度)









	研究の概要（これまでの経過、得られた成果、今後の計画、見通し等）2000字程度に要約してください。

	






























公益社団法人大阪ハートクラブ　医学研究助成金　申請書　別紙（２／３）
	研究の概要（続）

	















































公益社団法人大阪ハートクラブ　医学研究助成金　申請書　別紙（３／３）
	研究対象者に対する人権擁護上の配慮、不利益・危険性の排除や説明と同意（インフォームド・コンセント）への対応状況、及び実験動物に対する動物愛護上の配慮等を記入すること。

	





	遵守すべき研究に関する規制等
研究の内容に照らし、遵守しなければならない研究に関する規制等があれば「□」の枠内に「○」を記入すること（複数の規制等が該当する場合は、それぞれの枠内に「○」を記入すること。）また、研究内容と倫理指針等が一致しないことがしばしばみられるので充分留意すること。
（次頁「遵守すべき研究に関する規制等についての注意事項」を一読のうえ「□」の枠内に「○」を記入すること）
（記載要項）
□　臨床研究法　
□　再生医療等の安全性の確保等に関する法律　
□　医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（GCP省令）
□　人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
□　遺伝子治療等臨床研究に関する指針
□　その他の指針等　（指針等の名称：　　　　　　　　

	臨 床 研 究 登 録 予 定 の 有 無
	有　・　無　　・　その他（　　　　）



	研究に要する費用の総額
	万円

	本研究の予算使途
	使　途
	金　額

	
	
	万円
万円
万円
万円
万円
万円

	
	
	












遵守すべき研究に関する規制等についての注意事項
これまで、医学研究助成金への応募を評価する際に、遵守すべき研究に関する規制について不十分、あるいは不適切な記載が散見されるため、以下のごとく注意喚起いたします。
・未承認や適用外の医薬品・医療機器を用いる研究、または企業から資金提供を受けて行う研究が臨床研究法の適用を受ける。しかし、それに該当せず、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(人指針)のみの適用を受けるものでありながら、臨床研究法にもチェックを入れている申請が見受けられる。臨床研究法への理解が不十分のまま、念のために 2 つにチェックを入れているならば、それも問題である。
・既存試料を用いた研究であるが、人指針をチェックしている。追加して試料収集を行うならば該当するが、既存分のみを使用するならば該当しない。過去の試料の収集においては人指針に則ることが必要であるが、研究計画ではどちらに該当するのか、不明である。
・基礎研究であるが、人指針にチェックが入っている。人由来の細胞を用いた遺伝子解析を予定しているが、いわゆるヒトゲノム研究ではないので人指針の適用を受けない。むしろ、遺伝子の取り扱いに関する規制の対象である。
